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財
産
を
相
続
し
た
時

　

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
財
産
を

相
続
や
遺
贈
（
遺
言
に
よ
っ
て

財
産
を
譲
る
こ
と
）
に
よ
っ
て

取
得
し
た
場
合
、
相
続
税
が
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

正
味
の
遺
産
額
が
基
礎
控
除
額

を
超
え
る
場
合
、
相
続
税
の
申

告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

正味の遺産額

　

申
告
及
び
納
期
限
は
、
被
相

続
人
の
死
亡
し
た
こ
と
を
知
っ

た
日
（
通
常
は
被
相
続
人
が
死
亡

し
た
日
）
の
翌
日
か
ら
10
か
月
以

内
で
す
。
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ (w

w
w
.nta.go.jp)

を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
最
寄
り
の

税
務
署
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

★
税
務
署
で
の
面
接
に
よ
る
個

別
相
談
（
関
係
書
類
等
に
よ

り
具
体
的
な
事
実
関
係
を
確

認
さ
せ
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
る
相
談
な
ど
）
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
税

務
署
へ
面
接
日
時
の
電
話
予

約
を
お
願
い
し
ま
す
。

相続時精算
課税適用の
贈与財産 

遺　産　総　額

遺　産　額 非課税
財産

葬式
費用 責務

相続開始前３年
以内の贈与財産遺　産　額

お問い合わせ先

　阿蘇税務署
　☎ 0967（22）0551

　

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
、
申
請
に
よ
り
納
付
が
免
除
・

猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制

度
」
や
「
若
年
者
（
30
歳
未
満
）

納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
や
猶
予
を
受
け
ず
納
め

忘
れ
の
状
態
で
、
万
一
、
不
慮

の
事
故
（
障
害
や
死
亡
等
）
が
発
生

し
た
際
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺

族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
今
年
度
の

免
除
等
の
受
付
は
７
月
１
日
か

ら
開
始
し
て
お
り
、
今
年
７
月

か
ら
翌
年
６
月
ま
で
の
期
間
を

対
象
に
審
査
し
ま
す
。
申
請
は

原
則
と
し
て
毎
年
度
必
要
で
す
。

保
険
料
免
除
申
請

お
問
い
合
わ
せ

　

住
民
福
祉
課　

福
祉
係

　

☎
（
６
２
）
１
１
１
１ 

内
線
１
３
２

  ● 一定の限度額で寄附すると、実質的に負担する
  　 金額は２千円に！（控除額には上限あり）
  ● 寄附金控除は毎年受けられる！

　平成 20年から「ふるさと納税制度」が始まったことをきっかけに、本町では「町を愛し、応援したい」
という納税者の思いを形として結びつけた「高森町ふるさと応援寄附金」を募集しています。

　①　魅力溢れる地域の「宝物」を活かしたまち
　　づくり事業
　②　地場産業を活用したブランド力の向上並び
　　に広報事業
　③　町ならではの元気な人づくり事業
　④　その他、より良いまちづくりに必要な事業

個
人
住
民
税

所
得
税
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６
月
24
日
（
火
）、
０
歳
か
ら

２
歳
ま
で
の
お
子
さ
ん
を
連
れ

た
マ
マ
た
ち
が
集
ま
り
ま
し
た
。

今
回
の
活
動
で
は
、
み
ん
な
で

わ
ら
べ
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
手

遊
び
や
お
手
玉
遊
び
，
布
遊
び

な
ど
を
し
て
楽
し
み
ま
し
た
。

　

今
後
も
月
に
１
回
ほ
ど
実
施

し
て
い
く
予
定
で
す
。
是
非
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

　
　

午
前
中
に
警
報
が
解
除
さ
れ

　

た
場
合
で
も
，
危
険
性
を
考
慮

　

し
て
閉
館
し
ま
す
。

　
　

天
候
の
状
況
を
確
認
し
、
安

　

全
な
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ら
っ

　

て
，
速
や
か
に
解
散
し
ま
す
。

　

利
用
者
さ
ん
の
安
全
を
第
一

に
考
慮
し
て
、
対
応
し
て
参
り

た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
理

解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
当
セ
ン
タ
ー
は
避
難

所
と
し
て
の
指
定
を
受
け
て
い

な
い
の
で
，
も
し
も
自
宅
で
の

待
機
が
不
安
な
場
合
に
は
，
速

や
か
に
各
地
区
に
設
け
て
あ
る

指
定
の
避
難
所
へ
避
難
し
て
く

だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

　

建
設
課　

水
道
係

　

☎
（
６
２
）
１
１
１
１ 

内
線
１
４
３

　

高
森
町
で
は
、
町
民
の
方
々
に

毎
日
安
全
で
お
い
し
い
水
を
お
届

け
す
る
た
め
、
毎
月
水
質
検
査
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

水
質
検
査
は
、
微
生
物
や
化
学

物
質
の
検
査
な
ど
多
種
多
様
に
わ

た
り
行
う
も
の
で
、
高
性
能
な
分

析
機
器
や
高
度
な
分
析
に
対
応
で

き
る
専
門
技
術
者
が
必
要
で
す
。

町
で
は
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
厚

生
労
働
大
臣
か
ら
認
可
を
受
け
た

専
門
機
関
に
水
質
検
査
の
委
託
を

行
っ
て
い
ま
す
。
部
落
水
道
等
の

利
用
者
（
組
合
）
で
、
水
質
検
査

（
自
己
負
担
）
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

安
全
な
水
道
水
を

　　　  （1）子育て家族の力
　　　　　　（子育て家族や子どもと深める家族のきずな）
　　      （2）子育てを応援する地域の力
　　　　　　（地域ぐるみで子育て支援）

　　　  （1）小学生の部
　　  　（2）中・高校生の部
　　  　（3）一般の部

テーマ、区分ごとに最優秀賞１点、優秀賞５点以内を内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰（副賞有り）
    ※ 応募方法や詳細については、内閣府ホームページをご覧ください。
　  　   内閣府  〉  内閣府の政策  〉  子ども・子育て支援  〉  「家族の日」「家族の週間」

・子育てを家族みんなで支え合うことの大切さ、感謝などの思いを伝える内容
・子育てを社会も応援していくことの大切さを訴える内容のもの

　

◆
お
問
い
合
わ
せ

　
　
　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
（
６
２
）
３
３
１
１
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